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子
ど
も
手
当
は
、
平
成
23
年
４
月
〜

９
月
ま
で
の
６
カ
月
間
、
こ
れ
ま
で
と

同
じ
月
額
一
万
三
千
円
で
引
き
続
き
支

給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
す
で

に
受
給
し
て
い
て
、
支
給
対
象
と
な
る

お
子
さ
ん
の
数
に
変
更
が
な
い
方
は
、

特
に
手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
平
成
23
年
６
月
の
現
況
届
は
不

要
で
す
が
、
10
月
に
届
出
・
申
請
な
ど

が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

新
た
に
、
出
生
・
転
入
す
る
な
ど
し
て
、

子
ど
も
手
当
を
う
け
ら
れ
る
児
童
を
養

育
し
て
い
る
方
（
受
給
者
は
原
則
と
し

て
親
で
主
た
る
生
計
維
持
者
）
は
、
認
定

請
求
等
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

公
務
員
の
方
に
つ
い
て
は
、
職
場
で

の
支
給
と
な
り
ま
す
の
で
、
勤
務
先
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

平
成
23
年
４
月
〜
９
月
ま
で
に
つ
い

て
は
、
子
ど
も
一
人
に
つ
き
一
律
月
額

一
万
三
千
円
。

　

０
歳
か
ら
中
学
校
卒
業
ま
で
（
０
歳

か
ら
15
歳
に
な
っ
た
後
の
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
）

■
支
払
時
期

平
成
23
年
６
月
（
２
月
分
〜
５
月
分
）

平
成
23
年
10
月
（
６
月
分
〜
９
月
分
）

　
■
認
定
請
求
書
の
提
出
が
必
要
な
方

　

お
子
さ
ん
を
出
生
さ
れ
た
方
、
転
入

さ
れ
た
方
、
及
び
こ
れ
ま
で
受
給
し
て

い
な
か
っ
た
方

【
必
要
書
類
】

・ 

認
定
請
求
書
（
役
場
こ
ど
も
支
援

課
に
あ
り
ま
す
）

・
印
鑑

・ 

国
民
年
金
以
外
の
年
金
に
加
入
し

て
い
る
方
は
、
健
康
保
険
被
保
険

者
証
等
の
コ
ピ
ー
又
は
年
金
加
入

証
明
書

・ 

請
求
者
名
義
の
口
座
情
報
（
請
求

者
以
外
の
方
の
名
義
不
可
）

　

 

そ
の
他
書
類
が
必
要
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

■
額
改
定
請
求
書
の
提
出
が
必
要
な
方

　

こ
れ
ま
で
受
給
し
て
い
た
方
で
、
出

生
等
で
新
た
に
養
育
す
る
お
子
さ
ん
が

増
え
る
方

【
必
要
書
類
】

・ 

額
改
定
請
求
書
（
役
場
こ
ど
も
支

援
課
に
あ
り
ま
す
）

・
印
鑑

　

受
給
者
の
方
は
、
毎
年
６
月
に
現
況

届
の
提
出
が
必
要
で
す
が
、
今
年
の
６

月
に
つ
い
て
は
、
現
況
届
の
提
出
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

※ 

10
月
に
届
出
や
申
請
な
ど
が
必
要
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（注）原則として、申請月の翌月からの

支給となります。ただし出生、転入等が

月末で申請に月をまたぐ場合、出生日、

転出予定日の翌日から起算して15日以内

に申請いただければ、出生日、転出予

定日の翌月からとなります。それ以後は

申請月の翌月からの支給となります。ま

た、さかのぼっての支給はできませんの

でご注意ください。

問 い合わせ　こども支援課
　児童福祉係（H167）
　　※公務員の方は勤務先へ

　　お問い合わせください。

現在受給されている方は
６月に現況届の提出の

必要はありません

９月まで支給額は一律月額
一人13,000円。10月以降

は未定です
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今
年
３
月
11
日
に
起
き
た
東
日
本

大
震
災
は
、
東
日
本
各
地
に
未
曾
有

の
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
が
、
こ

の
震
災
に
便
乗
し
た
犯
罪
や
悪
質
商

法
な
ど
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
阪
神

淡
路
大
震
災
等
の
過
去
の
事
例
も
踏

ま
え
て
、
次
の
よ
う
な
詐
欺
・
悪
質

商
法
の
被
害
に
あ
わ
な
い
よ
う
に
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

● 

公
的
機
関
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
業
者
等
を
名

乗
っ
た
震
災
義
援
金
・
見
舞
金
名

目
の
詐
欺

● 

電
力
会
社
・
ガ
ス
会
社
等
を
名

乗
っ
た
修
理
代
金
等
の
ニ
セ
請
求

● 

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
業
者
を
装
っ
た

屋
根
や
床
下
等
の
無
料
点
検
後
の

「
こ
の
ま
ま
で
は
倒
壊
す
る
」
等

の
う
そ
で
不
安
を
あ
お
っ
た
不
当

な
高
額
契
約

● 

「
地
震
や
放
射
能
の
影
響
で
飲
料

水
の
水
質
が
悪
化
し
て
健
康
被
害

が
生
じ
る
」
等
の
言
葉
で
不
安
を

あ
お
っ
た
浄
水
器
等
の
高
額
販
売

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

・ 

見
知
ら
ぬ
業
者
の
無
料
点
検

と
そ
の
後
の
高
額
な
修
理
の

す
す
め

・ 

訪
問
や
電
話
に
よ
る
義
援
金

等
の
要
請

※ 

そ
の
場
で
安
易
に
契
約
し
た

り
、
お
金
を
支
払
っ
た
り
せ

ず
、
業
者
・
団
体
に
確
認
し
、

不
審
な
場
合
は
１
１
０
番
通

報
し
ま
し
ょ
う
。

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇

振
込
め
詐
欺
多
発
中

　

携
帯
番
号
変
わ
っ
た
は
要
注
意
！

　

東
入
間
警
察
署
管
内
の
今
年
１
月

〜
３
月
の
振
込
め
詐
欺
被
害
は
５
件
、

被
害
金
額
は
約
１
３
６
３
万
円
に

上
っ
て
い
ま
す
。

　

最
近
は
、
金
融
機
関
か
ら
現
金

を
振
り
込
ま
せ
る
手
口
に
加
え
て
、

「
宅
配
業
者
が
お
金
を
預
か
り
に
行

く
」
な
ど
、
犯
人
が
直
接
家
に
行
っ

て
お
金
を
だ
ま
し
取
る
手
口
も
横
行

し
て
い
ま
す
。

　

被
害
を
防
ぐ
に
は
、
電
話
の
相
手

が
本
当
に
息
子
や
孫
か
ど
う
か
を
確

か
め
る
こ
と
で
す
。
家
族
し
か
知
ら

な
い
こ
と
を
尋
ね
た
り
、
即
答
せ
ず

に
電
話
を
切
っ
て
本
人
の
元
々
の
携

帯
番
号
に
か
け
た
り
、
職
場
に
電
話

し
て
確
実
に
本
人
と
話
し
て
確
認
す

る
こ
と
で
す
。

自
宅
に
こ
ん
な
電
話
が
か
か
っ

て
き
た
ら
警
察
に
ご
連
絡
を
！

東
入
間
警
察
署

　


（
２
６
９
）
０
１
１
０

・ 

子
ど
も
・
孫
を
名
乗
っ
た
者
か

ら
「
携
帯
の
番
号
を
変
え
た
」

・ 

警
察
官
・
銀
行
協
会
職
員
等

を
名
乗
っ
た
者
か
ら
「
あ
な
た

の
口
座
が
犯
罪
に
使
わ
れ
た
」

・ 

市
役
所
・
税
務
署
等
の
職
員

を
名
乗
っ
た
者
か
ら
「
医
療
費

や
保
険
料
の
還
付
金
が
あ
る
」

東入間警察署管内刑法犯認知件数
（平成23年１～3月・前年対比・暫定値）

市町村等
平成22年 平成23年 前年対比

（）内は増減率認知件数 県下73区市町村中の順位 認知件数 県下73区市町村中の順位

三芳町 95 53位 129 48位 34（35.8%）

富士見市 362 27位 353 24位 △9（△2.5%）

ふじみ野市 363 26位 349 25位 △14（△3.9%）

管内合計件数 820 831 11（1.3%）

県内合計件数 23,969 21,953 △2,016（△8.4%）

ご
活
用
を
！　

防
犯
啓
発
看
板

　

ひ
っ
た
く
り
や
痴
漢
な
ど
の
犯
罪
防

止
や
、
不
審
者
の
発
見
な
ど
の
啓
発
手

段
と
し
て
、
町
内
各
所
に
防
犯
看
板
を

設
置
し
て
い
ま
す
。
住
民
皆
さ
ん
の
自

衛
意
識
を
高
め
る
た
め
、
犯
罪
行
為
抑

止
の
た
め
、
今
後
も
場
所
を
選
定
の
う

え
設
置
し
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
設
置
し
て
あ
る
看
板
で
老
朽

し
た
物
に
つ
い
て
は
撤
去
・
交
換
な
ど

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
お
近
く
に
そ
の

よ
う
な
看
板
を
発
見
し
た
際
に
は
、
お

手
数
で
す
が
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ　

地
域
振
興
課
防
犯
防
災

係
（
H 

265
・
266
）

消
費
生
活
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

毎
週
火
曜
日
と
金
曜
日
午
前
10
時
か

ら
正
午
、
午
後
１
時
か
ら
午
後
４
時
ま

で
（
年
末
年
始
・
祝
日
を
除
く
）
に
消

費
生
活
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。
※
予

約
不
要
・
無
料

　

詐
欺
や
悪
質
商
法
の
手
口
は
多
様
化

し
て
、
だ
ま
さ
れ
な
い
た
め
の
知
識
と

対
応
と
心
構
え
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま

す
。
お
か
し
い
と
思
っ
た
こ
と
、
困
っ

た
こ
と
、
知
っ
て
お
き
た
い
こ
と
な
ど
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ　

環
境
産
業
課
商
工
観
光

係
（
H 

214
・
215
）

三
芳
町
の
防
犯

み
ん
な
で
町
を
守
り
ま
す

震
災
に
便
乗
し
た
犯
罪
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

地
域
防
犯
ニ
ュ
ー
ス
ひ
が
し
い
る
ま

東
入
間
防
犯
・
暴
力
排
除
推
進
協
議
会　


（
２
６
６
）
６
９
６
９
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子
ど
も
手
当
は

引
き
続
き
支
給
し
ま
す

支
給
額
は
一
万
三
千
円

支
給
対
象
の
子
ど
も

申
請
手
続
き
に
つ
い
て

６
月
の
現
況
届
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん


